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エコツーリズム推進法が 2008 年に施行されて 10 年が過
ぎた。埼玉県飯能市に始まり、今日まで 15 の地域が同法に
よりエコツーリズム推進地域に認定され、現在もいくつかの
地域が認定に向けて準備を進めている。この法律は、エコ
ツーリズムを推進したいと望む地域で首長を代表とする「エ
コツーリズム推進協議会」を結成して議論を重ね、エコツー
リズムのコンセプト、進め方、利用する資源の保全方法など
を網羅した「全体構想」を書いて国（環境省・国交省・農水省・
文科省）に提出し、審査を通れば認定地域とするものであ
る。取得後も報告と再審査があり、決して “ 認定取得して終
わり”ではない。それだけに取得地域は日本におけるエコツー
リズムの到達点を示している。1980 年代後半に  「エコツー
リズム」という言葉に出会ってから今日まで、一貫してその
研究と実践支援を行なってきた筆者は、今、熱い気持ちでこ
れらの地域を見つめている。

エコツーリズムとは何だろう、と時折立ち止まって考える。
発祥地は主に熱帯の自然地域で、当時の行き過ぎた観光に
よる自然や文化の破壊への警告から生まれた概念である。
だが 1990 年に日本に上陸してからのエコツーリズムは、そ

の定義を大きく変えた。自然環境
vs 人間という二項対立で自然を捉
えてこなかった日本では、自然の
恵みや奥深さ、多様さ、文化との
関わりなどをガイドのインタープリ
テーションで伝え、継承につなぐ
活動と捉えた方がわかりやすい。日本の地方を旅する者は、
自然に生かされてきた人々を再発見することに旅の喜びを感
じる心を持っている。エコツーリズムはそのような旅を表す
キーワードと言えるだろう。エコツーリズムを追いかけてい
けば、各地の魅力的な宝や人に出会えるのだ。

長野県は、ビジターセンターをエコツーリズムの拠点とす
る取り組みを始めた。妙高戸隠連山国立公園では、ロング
トレイルで公園内を結ぼうと議論の真最中である。脊梁山脈
を擁し、複雑な尾根と谷に自然と生活文化を熟成させてき
た長野で、これからどのようなエコツーリズムが展開されて
いくのだろうか。楽しみでならない。

（かいづ  ゆりえ／文教大学国際学部国際観光学科 教授）
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